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島 根 県

持続的に発展する島根の農林水産業・農山漁村の実現！
～地域の創意工夫と多様な主体の参画・協働による展開～

● 産業として自立する農林水産業

● 暮らしと結びついた農林水産業

● 活力ある元気な農山漁村

〔 農林水産部　農林水産総務課　電話0852 (22) 5118 〕



新たな農林水産業・農山漁村活性化計画
この計画は、社会、経済情勢の大きな変化に的確に対応し、島根の農林水産業・農山漁村が持続的に発展できるよう、
長期的展望に立って目指すべき将来像やその実現のための施策と、当面における戦略的な取組を明らかにするため策定 !

● 島根総合発展計画における
農林水産業・農山漁村振興に
関する部門計画
●  「しまね食と農の県民条例」
(第 15条 ) に基づく基本計画

●  市町村、関係団体等の諸計
画や各地域における農林水
産業・農山漁村活性化のた
めの施策推進の共通指針

●   基本計画
　 おおむね10年後における島根の農林水
産業・農山漁村の将来像と基本目標及び
施策の基本方向等を明示
● 戦略プラン
　  計画期間 :
　平成20～ 23年度までの4年間
　 基本計画に基づく実践計画 ( 行動計画 )
として重点的、集中的に実施する具体的
取組 (プロジェクト )を明示

●  計画推進の基本姿勢を県民
の主体的「参画」と行政と
県民または県民相互の「協
働」として推進

●  計画は、PDCAサイクルを
活用した進行管理の下、活
動の成果と課題を踏まえ行
動計画を随時修正しながら
推進

基　本　計　画

島根の農林水産業・
農山漁村の役割

島根の農林水産業・農山漁村を巡る
時代の潮流

島根の農林水産業・農山漁村の現状

■ 県民への食料や木材の安定
的な供給
■生活・就業の場の提供
　 ー農林水産業への就業によ
る所得の確保ー
■ 県土・環境の保全や美しい
景観の形成、
　農山漁村の伝統文化の伝承
■ 豊かな心を育む教育の場、
癒しの空間の提供
■地域経済を支える基幹産業 

■少子・高齢化社会の到来とグローバル化の進展
■「食」の安全・安心志向の高まりとニーズの多様化
■ 地球規模での環境問題が顕在化する中で、農林水産業においても二酸化
炭素吸収源対策や環境への負荷軽減による持続的な生産活動への関心の高
まり

■ 成熟社会への移行に伴い価値観の多様化が進みライフスタイルが変化
する中で、都市農村交流や定年帰農といった精神的な豊かさを求める
社会情勢の変化

■県民、NPO、企業等の参画による様々な協働活動への関心の高まり 

■小規模零細で脆弱な生産構造
■ 従事者の減少や高齢化の進行、グロバール化の進展、産地間競争の激
化等により農林水産物生産の長期的な減退

■ 農山漁村地域の過疎・高齢化や集落機能の低下により生産活動が停滞
するとともに、耕作放棄地や荒廃森林が増加、中山間地域を中心に鳥
獣被害による生産意欲の減退等深刻な影響

■限界集落や危機的集落が増加、地域社会の維持存続が危ぶまれる状況
■ 地域自らの創意工夫と努力により地域資源を活用した先進的取組の芽
生え

今後ともこうした役割は変わ
ることはなく、農林水産業者
を含め全ての県民が島根の農
林水産業の価値を再認識する
とともに、農山漁村を県民の
共有の財産として、これを大
切に守り育て、次代に引き継
ぐことが重要 !

計画の性格 計画の構成と期間 計画推進の基本姿勢
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めの施策推進の共通指針
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　 おおむね10年後における島根の農林水
産業・農山漁村の将来像と基本目標及び
施策の基本方向等を明示

● 戦略プラン
  計画期間 :
　平成20～ 23年度までの4年間
　 基本計画に基づく実践計画 ( 行動計画 )
として重点的、集中的に実施する具体的
取組 (プロジェクト )を明示

●  計画推進の基本姿勢を県民
の主体的「参画」と行政と
県民または県民相互の「協
働」として推進

●  計画は、PDCAサイクルを
活用した進行管理の下、活
動の成果と課題を踏まえ行
動計画を随時修正しながら
推進

農業、林業、水産業の
各分野の計画を一本化!
分野の垣根を越えた地域ブラン分野の垣根を越えた地域ブラン
ドの育成、「食」や「環境」といっ
た分野横断的な課題への効果的
対応など、分野連携による総合
的な施策を展開します。

暮らしと結びついた
農林水産業の明確化 !
高齢者、集落営農組織など小高齢者、集落営農組織など小
規模な主体による産直や集落
機能を維持する取組など、経
済的な自立は困難であるが地
域を元気にする暮らしと結び
ついた農林水産業の位置づけ
や役割を明確にし、産業とし
て自立する農林水産業ととも
に振興します。

プロジェクト方式
による地域課題へ
の機動的対応 !
平成 23年度までの 4年間
に重点的かつ集中的に実施
する地域課題解決に向けた
具体的なプロジェクトを県
及び地域段階で立ち上げ、
関係機関、団体等の連携の
下、県民の参画も得ながら
機動的に推進します。

時代の流れを捉えた
戦略的取組の展開 !
戦略プランでは、島根県独自
の産品認証制度の創設、分野
の垣根を越えた地域ブランド
の育成、国の米政策の見直し
に対応した水田農業の刷新と
耕作放棄地解消に向けた取組
の展開、集落営農組織等によ
る地域を守る仕組みづくり、
農林水産商工連携による地域
資源を活かした総合的な産業
戦略の展開など、時代の流れ
に即応したプロジェクトを戦
略的に展開します。
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産業として自立する農林水産業
企業的経営体等による、売れるものづくりを通じた、経済
的に自立できる効率的な農林水産業の展開

暮らしと結びついた農林水産業
経済的な自立は困難ながら、高齢者、地域貢献型集落営農
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活力ある元気な農山漁村
地域内外の多様な主体の参画による持続可能な地域運営や
資源管理等を通じて、快適で安心して暮らせ、訪れること
で喜びを感じることができる魅力ある農山漁村
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■ 豊かな心を育む教育の場、
癒しの空間の提供
■地域経済を支える基幹産業 

■少子・高齢化社会の到来とグローバル化の進展
■「食」の安全・安心志向の高まりとニーズの多様化
■ 地球規模での環境問題が顕在化する中で、農林水産業においても二酸化
炭素吸収源対策や環境への負荷軽減による持続的な生産活動への関心の高
まり

■ 成熟社会への移行に伴い価値観の多様化が進みライフスタイルが変化
する中で、都市農村交流や定年帰農といった精神的な豊かさを求める
社会情勢の変化

■県民、NPO、企業等の参画による様々な協働活動への関心の高まり 

■小規模零細で脆弱な生産構造
■ 従事者の減少や高齢化の進行、グロバール化の進展、産地間競争の激
化等により農林水産物生産の長期的な減退
■ 農山漁村地域の過疎・高齢化や集落機能の低下により生産活動が停滞
するとともに、耕作放棄地や荒廃森林が増加、中山間地域を中心に鳥
獣被害による生産意欲の減退等深刻な影響
■限界集落や危機的集落が増加、地域社会の維持存続が危ぶまれる状況
■ 地域自らの創意工夫と努力により地域資源を活用した先進的取組の芽
生え

島根の農林水産業・農山漁村が
目指すべき将来像
島根の農林水産業・農山漁村が
目指すべき将来像
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今後ともこうした役割は変わ
ることはなく、農林水産業者
を含め全ての県民が島根の農
林水産業の価値を再認識する
とともに、農山漁村を県民の
共有の財産として、これを大
切に守り育て、次代に引き継
ぐことが重要 !

計画の性格 計画の構成と期間 計画推進の基本姿勢

新計画
4つのポイント

( 特徴 )

基本目標



新たな農林水産業・農山漁村活性化計画
この計画は、社会、経済情勢の大きな変化に的確に対応し、島根の農林水産業・農山漁村が持続的に発展できるよう、
長期的展望に立って目指すべき将来像やその実現のための施策と、当面における戦略的な取組を明らかにするため策定 !
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めの施策推進の共通指針
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産業・農山漁村の将来像と基本目標及び
施策の基本方向等を明示
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として重点的、集中的に実施する具体的
取組 (プロジェクト )を明示
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の主体的「参画」と行政と
県民または県民相互の「協
働」として推進
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[活性化ダイジェスト編]

島 根 県

持続的に発展する島根の農林水産業・農山漁村の実現！
～地域の創意工夫と多様な主体の参画・協働による展開～

● 産業として自立する農林水産業

● 暮らしと結びついた農林水産業

● 活力ある元気な農山漁村

〔 農林水産部　農林水産総務課　電話0852 (22) 5118 〕
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